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はじめに

　１９９１年末のソ連崩壊をうけて独立したカザフスタンでは，他の旧ソ連諸国

と同様，基幹民族（カザフ人）を中心とした国づくりが推進されている。な

かでも，権力機構からの非カザフ人の排除が一定程度進行したことは，政治

的に疎外された彼らの不満を高めた。多くの研究において指摘された最大の

不安定要因はロシア人の反発である。カザフ人と人口的に拮抗するロシア人

が，自らが多数派を占める北部において分離独立あるいはロシアへの併合を

要求すれば，それはロシアの介入を招き，カザフスタンとロシアとの二国間

紛争にエスカレートするおそれがある，としばしば予測された。

　しかし，このような予想は現実化していない。確かに独立後まもない時期

には，憲法におけるロシア語の地位の保障，ロシアとの二重国籍の承認など，

民族的要求を掲げる運動はそれなりにさかんであった。ところが１９９０年代後

半以降，こうした異議申立ては低調となり，ましてや活動家の分離主義運動

がロシア系住民の支持を得ることはほとんどなかった。カザフスタンにおい

て民族問題が依然として重要なイシューであることは間違いないが，国家と

しての一体性が民族間対立によって脅かされるという事態には至っていない。

同国では，国家が暴力で紛争を封じ込めてきたわけでも，権力分有のための

制度化されたシステムを通じて，民族間の利益調整が行われているわけでも



ない。にもかかわらず，カザフスタンは深刻な民族紛争や大規模な動員を経

験することなく，安定した国家運営に成功してきた。このことは，どのよう

な理由によって説明できるのだろうか。

　本章では，カザフスタンにおいて民族的動員や紛争が回避されてきたのは

なぜかという問題を，国家による民族的亀裂の統制という観点から分析する。

まず第１節で，カザフスタンの政治的安定を論じた既存研究を批判的に検討

したうえで，多民族国家における民族的亀裂への対処方法について，関連す

る議論の整理を行う。ここでは，亀裂によって分断されながらも安定してい

る社会を説明するモデルとして，ルスティク（��������	
�）が提唱した「統

制」（�������）概念を紹介・検討する。続く第２，３節では，この統制モデル

を念頭に置きつつカザフスタンの事例を考察する。

　第２節では，民族エリートの統制の具体的な方策を明らかにする。まず，

大統領の諮問機関であるカザフスタン諸民族会議の機能と役割に注目し，こ

の諸民族会議を通じて民族団体の翼賛化が行われていることを示す。次に，

数ある民族団体のなかでも政治的影響力がもっとも大きく，国家による統制

の中心的ターゲットとされてきたロシア人団体について，それらが政権に取

り込まれてきたプロセスを見る。続く第３節は選挙に焦点をあてる。ここで

は，カザフスタンの諸政党の民族横断的な性格を指摘したうえで，現政権が

議会の民族構成をどのように調整あるいは操作してきたのか，また民族団体

がいかに選挙に動員されているのかを考察する。そして最後に，カザフスタ

ンにおいては，カザフ人の中心的な地位を担保しつつ，それを受容する非カ

ザフ民族エリートに限定的ながら政治参加の機会が与えられていること，そ

れが民族横断的な政治エリートの団結を可能にし，政治的安定につながって

いることを指摘する。
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第１節���多民族国家と政治的安定

　１．先行研究

　既存研究においては，独立後のカザフ民族を中心とした国家建設にもかか

わらずカザフスタンで政治的な安定が保たれていることは，主に２つの側面

から説明されてきた。第１は民族構成による説明である。それによれば，非

カザフ人人口が全体のおよそ半分を占めるため，政府は彼らにも一定の配慮

を示さざるをえず，極端なカザフ人優遇策は回避されている。それと同時に，

ソ連崩壊後に進行した非カザフ人（とくにロシア人やドイツ人などのヨーロッパ

系民族）の流出が，国家に民族的な異議申立てを行う運動を起こりにくくさせ

た，という説明もしばしばなされている（１）。

　カザフスタンの民族構成は歴史変動に大きく左右されてきた。帝政ロシア

の支配下に入った１９世紀以降，ソ連時代を通じてカザフスタンへはロシアな

ど他地域からの大規模な移住が続いた。他方，１９３０年代の遊牧民の強制的定

住化・農業集団化の結果，カザフ人人口の多くが死亡や国外逃亡によって失

われ，旧ソ連諸国のなかでも例外的に基幹民族が全人口の半数に満たない共

和国となった。さらに１９３０～４０年代に諸民族の強制移住が行われた際，いわ

ば「流刑地」にされたカザフスタンの住民は多様化し，１９５０年代，北部で行

われた「処女地開拓」も人口の流入を促進した。しかし１９７０年代以降はロシ

ア人などの流出が始まり，この傾向はソ連崩壊後決定的になる（２）。出生率の

相対的な高さなども影響し，カザフ人人口が占める割合は徐々に増え，１９９９

年の国勢調査では全体の５３�４％を記録した（３）。

　このような社会構造（およびその変化）から安定を説明するアプローチは，一

定の説得力を持つものの，民族構成と民族政策の相関関係は必ずしも自明で

はない。一般に，人口が拮抗する複数の集団が存在する場合，それぞれの利
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益を考慮しなければ政権の正統性が脅かされる，という指摘は正しい。しか

し，支配的な集団が数で他を圧倒することができないとき，その他の集団に

対して穏健な態度を取るとは必ずしもいえないだろう。人口的優位を確立で

きていない場合にも（あるいは，そうであるからこそ），他集団に同化を強要し

たり，国籍付与を制限したりする事例も存在する。他方，ロシア人などの国

外移住によって民族運動に必要な人的資源が減少したことは確かであるが，

運動の担い手という点においては，絶対数だけでなくその質も問われなけれ

ばならない。先行研究においても，移住せずに残ったロシア人は地元への愛

着が強いため，彼らこそが自治領域や分離独立を要求するのではないか，と

いう見方もしばしばなされてきた（４）。

　第２のアプローチとして，民族を横断あるいは分断する対立軸に着目した

研究群がある。これらの論者は，カザフスタンでは言語や地域，氏族（����）

などを基盤とするアイデンティティによって民族アイデンティティが弱めら

れた結果，民族に基づく紛争が回避されている，と主張する。

　確かに，カザフスタンの二大民族であるカザフ人とロシア人においては，

言語的境界は民族的境界と必ずしも一致しない（５）。カザフ人のあいだでは，

比較的高学歴な都市住民を中心に全体の３，４割がロシア語を母語とし，カザ

フ語を十分に操ることができないといわれている（����［１９９６�］）。他方，ロ

シア人の場合は，他の民族集団のメンバーをさかんに同化してきたため，そ

の構成員のルーツはきわめて多様である。在外ロシア人を指す用語として，

「ロシア語住民」（���������	
����������），「同胞」（��������������	
	）をは

じめとする多様な表現が用いられていることも，民族的な「ロシア人」の定

義の難しさを表わしている（６）。������［１９９５，１９９８］によれば，ロシア人は

都市化・工業化された移民コミュニティの中核をなし，他の民族集団を言語

的・文化的に同化してきたため，その民族アイデンティティはあいまいで脆

弱である。メルヴィンは，そのことが彼らの団結を妨げ，動員を困難にした

と指摘している。

　これに対して地域主義（���������	
）を強調するのが����������	［２００２］
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である。中央アジアにおける地域的差異は，タジキスタン内戦（１９９２～１９９７年）

など紛争要因として語られることが多いが，ジョーンズ・ルオンは，タジキ

スタン以外の中央アジア諸国で紛争が発生しなかったことを，まさに地域へ

の帰属意識によって説明している。彼女によれば，ソ連時代の民族を分断す

る行政区域と，行政区域としての州（�������）のなかで政治的な忠誠心を育成

した人事政策により，政治エリートの間で民族横断的な地域アイデンティ

ティが育まれた。ソ連崩壊後も引き継がれたこの地域主義は，地域エリート

間の権力分有を可能にし，資源分配と政治紛争を平和的に解決するメカニズ

ムとして機能した（７）。

　なお，民族を分断するサブ・エスニックな帰属意識として，カザフ人の氏

族アイデンティティに注目する研究がある（８）。その研究対象にカザフスタ

ンは含まれていないが，独立後の中央アジアにおいて民族紛争が深刻化しな

かったことと氏族的亀裂とを直接関連づけて論じているのは，管見の限り

�������［２００３］のみである。ただし，氏族意識に基づく差異がカザフ人の民

族的団結を妨げていると述べる論者は少なくない。

　これらの研究は，民族的亀裂を相対化することによって，それに基づく動

員や紛争の不在の説明を試みている点で共通している。民族を扱った研究は

しばしば，それを所与のものとして，民族集団内部の多様性や異なる集団間

の共通性を軽視する傾向にある。その意味で，非民族的な差異に着目するこ

とは重要である。しかし，民族を横断・分断するアイデンティティによって

民族意識の弱さを強調するアプローチは，１９８０年代末から１９９０年代前半にか

けて民族運動がなぜ高揚したのか，という疑問に十分に答えることができな

い。また，アイデンティティは重層的かつ重複的なものとしてとらえられる

べきであり，ジョーンズ・ルオンやコリンズのように，ある特定のアイデン

ティティを強調することによって他のアイデンティティの政治的重要性を否

定するのは，やや性急にすぎるといえよう。

　このように，カザフスタンの政治的安定の説明を試みた既存研究において

は，主に民族間の人口バランスや，民族以外の帰属意識が注目されてきた。そ
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の一方で，国家自身が安定を達成するためにどのような戦略をとってきたの

か，という問題は，十分に議論されてこなかった。無論，民族政策そのもの

は先行研究でもしばしば取り上げられてきたが，そこでは基幹民族出身エ

リートによる権力の独占と非基幹民族の疎外，という側面のみが強調されが

ちであった。

　そこで本章では，カザフスタンにおいて，民族的亀裂に基づく集団的異議

申立てがなぜ沈静化しているのかという問題を，国家による民族的亀裂の統

制という観点から分析する。そのための準備作業として，次項では多民族国

家の統治戦略に関する一般的な議論を整理し，カザフスタンの事例に有効な

アプローチを検討する。

　２．ルスティクの統制モデル

　民族をはじめとするさまざまな集団間の差異は，それ自体が紛争を引き起

こすわけではない。歴史的にも，また現在も，平和的な共存の事例は数多く

存在する。しかし，亀裂によって分断された集団のあいだで，しばしば利害

が異なるのも事実である。なかでも，政治権力および（あるいは）経済的権

益が特定の集団に独占されれば，それ以外の集団の構成員のあいだで不満が

生じることは避けられない。民族間の利害対立が紛争に至るのを防ぐには，

どのような方法があるのだろうか。

　これには，大きく分けて２つの方向性が考えられる。ひとつめは民族的亀

裂そのものの解消である。殺戮や強制移住などによる特定の民族集団の物理

的排除は，歴史上，国家権力によってしばしば実行されてきた。しかし，こ

のように極端かつ非人道的な措置は，現代においては実現可能な，あるいは

望ましいものとは考えられていない。より穏健な戦略としては同化があるが，

それが自発的なものでなく国家によって一方的に推し進められる場合には，

やはり強制という要素を含んでいる。また，住民を単一化する方法として，

理論上は少数民族の居住領域の分離も考えられるが，平時においては国家が
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その領土の縮小を自ら選択する可能性は少ない。

　より一般的なのが統合戦略である。統合は，国家の構成員のあいだで共通

の国民意識を育てることを目的とし，民族的な同化は必ずしも含まない。民

族に基づく差別は違法とされ，個人の権利が尊重される。しかし，集団的権

利や公的な場における民族性は否定されるため，少数派の側から見れば，統

合は同化や多数派支配としばしば同義となる。

　他方，民族的亀裂の存在を前提とした場合には，どのようなアプローチが

ありうるだろうか。そのひとつがレイプハルトが提唱する多極共存型民主主

義（��������������	
�������）である。彼は，民族・宗派などの亀裂によって

分断されている社会であっても，民主主義と政治的な安定は両立しうるとし，

その特性として�それぞれの亀裂を代表する政治エリートによる大連合，�

各集団にとって重要な問題に関する相互拒否権，�比例制原理（人口に比例

した公職ポストと財源の配分），�各集団の（領土的あるいは文化的）自治，を

挙げた（��������［１９７７］）。ヨーロッパの小国（オランダ，ベルギー，オースト

リア，スイス）の事例分析を通じて，同質的な政治文化が安定した民主主義の

前提であるという既成概念に挑戦したレイプハルトの議論は，比較政治学の

理論と事例研究に大きな影響を与えた。

　しかし現実の世界では，この多極共存モデルにあてはまる事例はさほど多

くない。そして，多極共存型の統治形態が導入されていない分断社会が，す

べて紛争に悩まされているわけではない。中東をフィールドとする政治学者

ルスティクは，多極共存型民主主義のみによって分断社会の政治的安定を説

明することはできないとして，新たに「統制」（�������）という概念を提唱し

た。彼によれば統制とは，優位に立つ集団が他の集団の政治行動や機会を抑

制することにより，安定を達成する関係を指す（�������［１９７９��３２８］）。ルスティ

クは，多極共存型統治と統制による統治の違いとして７つの指標をあげてい

る（表１）。

　ルスティクは，統制モデルを用いることの意義は次の２点にあると主張す

る。第１に，多様な集団からなる社会において亀裂が政治化されていないこ
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とを，亀裂のそのものを疑問視せずに説明することができる。第２に，多極

共存型民主主義モデルはあてはまらないが，力で不満が抑え込まれているわ

けでもない，その中間にある社会を扱うことを可能にする。一般に，抑圧や

その脅威のみによって，集団間の安定的な関係を維持するのはきわめて難し

い。統制においては，強制的・非強制的なテクニックのさまざまな組合わせ

が考えられる（�������［１９７９��３３３�３３４］）（９）。

　ルスティクが提唱した統制概念をやや変化させ，民族紛争の調停モデル分

類に組み込んだのが，北アイルランド研究を専門とする����������	�
�����

［１９９３��２３�２６］である（１０）。彼らはこの戦略を「ヘゲモニックな統制」（���������	

�������）と呼び，強制および（あるいは）エリートの懐柔により，国家秩序へ

の民族的な挑戦を不可能にするもの，と定義する。統制は，多数派集団の支
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支配集団の利益の優先資源の分配

多極共存モデル 統制モデル

表１　多極共存モデルと統制モデルの比較

（出所）Lustick［1979：330-332］.

水平的。交渉，取引，妥協

集団間の利益の平等

バランスの取れた天秤

システムが機能しているこ

とを示す

「審判」。集団から超越した

存在として，政治的競争の

ルールを遵守させる

視覚的なメタファー

集団間の関係

集団間の手加減をしない取

引（hard bargaining）

政権の役割

エリートの主要戦略 集団間で対称的。システム

の一体性の維持，集団内の

規律

正統性の根拠 すべての集団の共通の利益 支配集団の利益

操り人形を操る人形遣い

垂直的。支配集団が被支配集

団から必要なもの（財，政治

的支持，労働，情報など）を

引き出し分配する

システムが崩壊しつつあるこ

とを示す

大多数が支配集団のメンバー

から構成され，支配集団の利

益のため権力を行使する

集団間で非対称的。支配集団

にとっては被支配集団の効率

的な操縦，被支配集団にとっ

ては支配集団の政策への対応，

交渉ないしは抵抗の機会の計

算



持を得て行われることも少なくないが，必ずしもそれを必要としない。より

重要なのは，国家による力の行使を可能にする強制装置（����������		���
����）

である。また，�������［２００１��４０�４１］は統制モデルに含まれる策略として，

人口の再配置とゲリマンダリング（�����������	��）を挙げる。前者には，統

制のターゲットとされる集団が先住権を主張する地域（��������）への外部か

らの移住の促進と，彼らの国外移住の促進の２つがある。後者は，被支配集

団を弱体化させ組織的な抵抗を起こしにくくするような，選挙区あるいは行

政区域の境界線の変更を指す（ゲリマンダリングは通常，選挙区を指して使われ

るが，オリアリーはより広い意味で使用している）。

　これらの議論を踏まえ，本章では，多民族社会における統制を「国家権力

が特定民族集団に独占ないし寡占されている国・地域において，強制的ある

いは（および）非強制的手段を用いて，それ以外の民族集団からの政治的異

議申立てを困難にすること」と暫定的に定義したい。なお，以上述べてきた

統制，多極共存，同化などのさまざまなモデルは，概念上は区別されるが，

現実には相互排他的なものではない。一国においても，ひとつの集団の構成

員に対して，あるいは異なる集団に対して，しばしば複数の政策が適用され

うる。また，情勢の変化を受けて統治戦略があるモデルから他のモデルに変

更される場合もある。

　マックガリーとオリアリーによれば，統制はしばしば帝国や，権威主義的

な体制下で行われてきた。一般に，結社や動員を許容する民主主義体制下で

この戦略を実行することはより困難であるが，（形式的には）民主主義体制を

敷く国家が統制を採用することもあるとして，彼らは２つのタイプを挙げる。

ひとつは，かつての南アフリカのアパルトヘイト体制のように，ある集団内

では民主主義が貫徹されているが，他の集団に対しては統制が行われている

ケースである（１１）。しかし，マックガリーとオリアリーは，すべての成人住民

が平等に市民権を与えられている場合でも，統制は起こりうるとする。なぜ

なら，民主主義の基本は多数決であり，それが多数派支配を固定化する可能

性があるからである。
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　統制は，民族紛争の管理方法として「もっとも一般的なシステム」（��������

���������	
［１９９３��２３］）であり，概念的にも幅広い内容を含んでいる。オリ

アリーとマックガリー自身は，北アイルランド（１９２０－７２年）の分析に統制モ

デルを用いているが（���������	
�������［１９９６］），これは民主主義体制下

の事例である。このモデルを精緻化するには，非民主主義国を含め，より多

くの国・地域について実証研究を積み重ねる必要があろう（１２）。

　そこで続く第２，３節においては，カザフスタンの統制がどのような特徴を

持ち，いかなるメカニズムによって機能しているのか，民族エリートに注目

しつつ考察したい（１３）。なお以下では，カザフ人の相対的優位を保証する諸政

策には言及せず（１４），あくまで非カザフ人の集団的政治行動を抑えることを目

的とした戦略に絞って議論する。また，オリアリーが挙げた人口の再配置と

（広義の）ゲリマンダリングについては別稿（岡［２００５��１１６�１１８，２００３��４５５�４５７��

４６５�４６７］）で取り上げたため，ここでは割愛する（１５）。

第２節　民族エリートの統制

　カザフスタンの１９９５年憲法は，同国を大統領制（１６）に基づく単一国家（��������

�����）と定めている。民族的な行政単位は導入されておらず，州知事は大統領

によって任命される（１７）。立法府は，上院（�����，地方議会の間接選挙によって

選出）と下院（�������，小選挙区制と比例代表制の併用）から構成され，特定の

民族集団あるいは地域を基盤とする政党は存在しない（この点は第３節で詳細

に扱う）。民族別の公職ポスト配分に関するルールや慣習もない。なお国籍

は民族にかかわらず，独立時にカザフスタンの領域に居住していたすべての

住民に与えられた（カザフ語の知識や居住年数などの条件は設けられなかった）が，

二重国籍は禁止されている（１８）。

　このように，カザフスタンの統治構造は多極共存的な特徴を持たないが，

制度上はどの民族に対しても中立である。しかしその一方で，現実には公職

���



におけるカザフ人の優位が認められる（１９）。��������［２００５��６９�７０］の実証

的研究によれば，有力政治エリート（２０）の大多数（１９９５年に７６パーセント，２０００

年に８５パーセント）がカザフ人によって占められている。上述したとおり，

１９９９年のカザフ人人口は全体の半分をやや上まわるにすぎず，権力機構にお

けるカザフ人の優勢は明白である。このような状況下で，非カザフ人たちは

いかなる行動をとっているのか。なぜ彼らの不満は動員につながらないのか。

本節では民族団体に焦点をあてて分析する。

　１．カザフスタン諸民族会議

　カザフスタンでは，民族団体は社会団体法に基づいて登録され，公式に認

可を受けた団体は，そのほとんどが官製のカザフスタン諸民族会議（����������	

����������	�
�����：���）の傘下に置かれている。民族団体の管理に中心的

な役割を果たしているのが，この諸民族会議である。

　���は１９９５年３月，大統領直属の諮問機関として創設された。現職のナザ

ルバエフ（���������	
�	��������）大統領が終身議長を務め，さらに副議長２

名を任命する。���は国家機関，民族団体およびその他の社会団体の代表か

ら構成され，民族団体からは２００６年２月現在，３１団体の代表が参加してい

る（２１）。メンバーの承認および除名は，議長である大統領に最終的な権限があ

る。���は年に１回以上開催されることになっているが，常設機関として評

議会（�����）が設けられている。また，地方には州知事（およびアスタナ［������］

市長とアルマトゥ［������］市長）が議長を務める小諸民族会議が設置されて

いる。

　���設立に関する大統領令によれば，���の課題は民族間の和合および社

会の安定の維持，民族間の友好促進，および諸民族の文化的復興と発展であ

る。その設立から７年後に出された「カザフスタン諸民族会議の中期戦略

（２００７年まで）」（２００２年４月）はこれらの目的が「全体として達成された」と

し，���の新たな課題としてカザフ人の言語・文化を基盤とした愛国主義に
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基づく「カザフスタン・アイデンティティ」（���������������	�
����������）の

涵養を掲げている。

　以上が公式に定められた���の活動内容だが，より重要なのは，それが国

家による民族的亀裂の統制，および現政権の強化に果たしているさまざまな

機能である（２２）。

　第１に，���は体制派の民族エリートを結集し，擬似的な「大連合」と民

族間関係の安定を演出している。���は大統領の諮問機関にすぎないが，こ

れを通じて諸民族が平等に代表されているというイメージが創出されている

のである。なおこのようなイメージは���の設立当初から政治的にも利用

された。１９９５年３月に初招集された���は，その日のうちに大統領任期延長

の是非を問う国民投票の実施を提案した（第３節第２項参照）。この直前に憲

法裁判所の決定により議会が解散されていたため，���は議会にかわってあ

たかも（諸民族からなる）国民を代表し，重要な政治的提案を行うという役割

を担ったのである。

　第２に，���はナザルバエフ個人の威光を高める装置としての性格を持つ。

ナザルバエフ大統領こそが諸民族の友好を保証する「父」であるというプロ

パガンダは，彼がさまざまな民族衣装を着た子供たちと一緒に写っている看

板に象徴されるように，日常的に行われている。しかしなかでも，ナザルバ

エフをトップに据える���の役割はとりわけ重要である。なお，���議長は

当初から大統領であったが，ナザルバエフを終身議長としたのは２０００年７月

に成立した初代大統領法である。この法律は，カザフスタンの初代大統領で

ある彼が，その引退後もさまざまな政治的・経済的特権を維持できるよう定

めているが，そのひとつに���終身議長職が含まれているのである。

　第３に，民族運動の非政治化が挙げられる。そもそも，カザフスタンにい

まある非ロシア人少数民族団体の多くは，ソ連末期，ゴルバチョフ政権の民

族政策を受けて一斉に設立された民族文化センター（������������	
���������

������）の流れを汲む。いわゆる民族発展法（１９９０年４月）は，自分の民族自

治領域に住んでいない人々の民族的な要求を満たすために作られたが（２３），こ

���



の法律は民族文化センターの活動目的として，民族文化，伝統，言語の発展

を掲げていた。���は独立後のカザフスタンにおいても，民族団体の公式な

活動が，民族語による教育・出版活動，民族の祭典や舞踏団による公演など

の文化行事の開催等，「安全」な領域から逸脱しないようコントロールしてい

る。

　第４に，政治的・経済的・社会的なインセンティヴを与えることにより，

民族団体およびその指導者の懐柔が行われている。まず，���の加盟団体は

大統領・政府への陳情ルートを確保できる。この点において���は公式・非

公式な交渉の場としての機能を担っているといえよう。その交渉内容には公

職ポストの配分も含まれる。また，���（および地方の小諸民族会議）傘下の

団体には，事務所スペースや活動資金が与えられている。さらに，民族エリー

トに対する社会的地位の付与という機能も重要である。���メンバーの肩

書きは個人の影響力や発言力を高めることに役立つが（２４），加えて，彼らに対

する勲章の授与もしばしば行われている。

　最後に，民族団体の国際的な活動の管理が挙げられる。カザフスタンに居

住する主要な少数民族の多くは，国外に民族的同胞が多数派を占める国家あ

るいは地域を持つ。���は傘下の団体の活動が，カザフスタンの国家として

の一体性や，（国家を持たない同胞の独立運動を支援するなどして）諸外国との二

国間関係を損なわないよう監視している。それと同時に，���のメンバー

シップは加盟団体の対外活動への公的な承認をも意味している。���の所

属団体は，対外的にそれぞれの少数民族を代表し，カザフスタンと同胞国家

（あるいは地方政府）との架け橋として認知されている。そのため民族団体お

よびそのリーダーは，カザフスタン国家への忠誠を疑われることなく，同胞

国家からの文化的・人道的援助の受入れ窓口となったり，民族的な絆を利用

した貿易や合弁企業経営などの経済活動を行ったりすることができるのであ

る。
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　２．ロシア人団体の懐柔

　ナザルバエフ政権は，���を利用してさまざまな民族団体の翼賛化を図っ

てきた。しかし，統制の中心的ターゲットとされたのはロシア人団体である。

他の民族団体のほとんどが，その公式な活動目的を主に言語や文化の維持・

復興としていたのに対し，スラヴ系住民（２５）やコサック（２６）を代表する団体

（以下，便宜的にロシア人団体と総称）は，国家の根幹にかかわるさまざまな政

治的要求を掲げてきた。またロシア人は全人口のおよそ３割を占め，数パー

セントにすぎない他の非カザフ人とはその存在感に大きな差がある。した

がって，コントロールの必要性がもっとも高かったのはロシア人であった。

　ソ連末期以降，カザフスタンでは数多くのロシア人団体が設立されてきた

が，代表的な組織として，共和国スラヴ人運動ラード（��������	
��	��

����������	
����	��	
�������），およびカザフスタン・ロシア人共同体（���������

���������	
���������）を挙げることができよう。これらの団体は，ロシア語

の第２国家語（���������	
��������）化（２７），ロシアとの二重国籍の承認，ロ

シアとカザフスタンの連合国家結成（２８），クォータ制（人口比に応じた公職ポス

トの配分）の導入，州知事の直接選挙（２９）などを要求してきた。２度の憲法採

択（１９９３年および１９９５年）にあたっては言語と国籍に関する条項が重要な争点

となったが，ラードはその主張に賛同する人々から，数多くの署名（二重国

籍については３０万人，ロシア語の地位については５０万人）を集めることに成功し

た（����������	
���������		��
��［２００４��１３５］）。さらにラードとロシア人共

同体は，１９９５年４月に大統領任期延長，同年８月に新憲法採択の是非を問う

国民投票が実施された際，これらに反対して国民にボイコットを呼びかけた
（３０）。

　政府に批判的なロシア人団体に対して，当局はそれらの活動を監視するだ

けでなく，団体登録の拒否や取消，集会やデモの不認可など，さまざまな方

法で圧力をかけた。なかでも波紋を呼んだのがロシア人団体幹部の逮捕であ
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る。１９９４年４月には，ロシア人共同体のリーダーの一人で『グラス』（������

声）紙の編集長であったスプルニュク（��������	��
���）が，その紙上で民族

的反目を煽った（第３節第１項参照）として逮捕された（１カ月半後に釈放）。ま

た１９９５年１０月には，セミレチエ・コサックのアタマン（��������頭目）で，カ

ザフスタンをロシアに併合すべきだとの発言を繰り返していたグニキン

（���������	
���
）が，不認可の示威行動を組織した罪で逮捕された（３カ月後

に釈放）（��������	
［１９９９��１１９�１２０］，������［１９９５��１１３］，����［２００２��１１３�１１９］）。

　他方，１９９５年憲法の採択と���の設立により民族政策の基本路線を固める

のと並行して，ナザルバエフ政権はロシア人団体の指導者たちの取込みを画

策する。それにいち早く応じたのが，カザフスタン共和国ロシア人同盟

（���������������	�
����������������）を創設したツィービン（���������	�
���）

であった（３１）。ロシア人同盟は当初から���に加盟し，１９９５年に実施された２

度の国民投票を支持した（３２）。モスクワに移住したグニキンにかわり，穏健派

のオフシャンニコフ（���������	
�����������）（３３）が率いるセミレチエ・コサッ

ク同盟（������������	��
���
����）は，１９９７年に���に加わり，１９９９年大統

領選挙ではナザルバエフを支持した（����［２００２��１１２��１１９］）。他方，創設当初

から���のメンバーではあったものの（３４），上述したように政府に批判的な態

度をとっていたロシア人共同体の代表ブナコフ（�����������	
��）は，２０００

年頃から当局に接近し，２００２年にはナザルバエフ政権との「建設的協力」を

提唱した（３５）。

　さらに２００３年後半以降は，テレシチェンコ���副議長（����������	���


��������）によるロシア人団体懐柔策が顕在化した。スラヴ系のテレシチェ

ンコはナザルバエフの側近の一人で，首相（１９９１～１９９４年）のほか，大統領与

党である共和国政党オタン（��������	
��	
�
����������	
�
��
������������		，第３

節第１項参照）の議長代理を務めたこともある人物である（３６）。ロシア人の統

制を任せるには，彼はもっとも適切な人物であったといえるだろう。

　まず，テレシチェンコはブナコフらの協力を得て，カザフスタン・ロシア人・

スラヴ人・コサック団体連合（���������������	��
�
����������
�
���������������
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���������	��
�����	�����
����）（３７）を利用した，ロシア人団体の「上からの統一」

に取りかかった。主要なロシア人団体が加盟しながらも，それまで事実上休

眠状態であった����は，そのような目的を達成するためには好都合な道具

であった。テレシチェンコは２００４年６月の����の大会で自らを議長に選出

させ，����の評議会（�����）には，それまで民族運動と直接関わりを持た

なかった上下院議員，オタン党幹部，���関係者などを加えた。����の新

しい綱領草案には，大統領の政治・経済・外交路線を支持し，言語政策にも

反対しないことが明記され（３８），����は完全に御用団体化した。ラードを筆

頭に，これを不満とする団体は����から脱退した（３９）。

　しかし，テレシチェンコによるロシア人団体の統一は長くは続かなかった。

２００５年５月，彼の擁立を自ら積極的に働きかけたブナコフは，テレシチェン

コが����の主導権を握ったことに反発をあらわにする。ブナコフは，テレ

シチェンコを議長としつつも，民族運動の経験がない彼にかわって自らが

����の実権を握ることをもくろんでいたのかもしれない。結局，ロシア人

共同体は����から脱退し，セミレチエ・コサック同盟もこれに続いた（４０）。

　とはいえ，これによってロシア人団体の懐柔そのものが頓挫したわけでは

ない。����をとりまく状況が変化するなかで，体制批判的な立場をとり続

けていたラードは２００５年に方針を転換する。同年７月に開かれたラードの大

会で，クリモシェンコ（���������	
�������）議長はナザルバエフ支持を訴え，

二重国籍，民族別クォータ制の導入，州知事の直接選挙など，従来の要求の

取下げ・修正を提案した（ただしロシア語の国家語化は将来の課題として残し

た）（４１）。この路線は大多数の幹部によって支持された。

　２００５年１２月の大統領選挙を前にロシア人団体の翼賛化はひとまず「完成」

する。それを象徴するのが，主要なロシア人団体による非公式調整会議

（��������	
��������
�����

�������）の創設である。この会議は２００５年６月，

ロシア人共同体，ラード，セミレチエ・コサック同盟などが参加して設立さ

れた。これらの団体のリーダーたちは声明で，選挙運動ではナザルバエフを

推す「広範な宣伝活動を計画している」と述べ，現職大統領に対する全面的
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な支持を掲げた（４２）。

　このように，自らの側近のもとにロシア人団体を統一する試みは失敗した

ものの，結果的にナザルバエフ大統領はすべての関連団体の懐柔に成功した。

とはいえ，ロシア人団体の翼賛化を通じて，ロシア系住民全体をコントロー

ル下に置くことは不可能である。そもそも，民族団体に加盟し活動するロシ

ア人の数は，その全人口から見ればごくわずかにすぎない。一般のロシア人

は，これらの団体の主義主張（の一部）を支持することはあっても，そのリー

ダーを自分たちの代表とはみなしていない。重要なのは，ロシア人団体の管

理と批判的勢力の排除により，ロシア人問題の政治化と動員を防ぐという，

いわば予防措置的な効果であろう。

第３節　議会選挙と民族的亀裂

　本節では，ナザルバエフ政権の統制戦略が，議会選挙においてどのように

機能しているのかを分析する。カザフスタンの議会は，二院制が導入された

１９９５年以降，大統領を支持する勢力にほぼ議席が独占され，民族的にはカザ

フ人がより多く代表されている。しかし，選挙戦においては非カザフ人が自

らの代表権を主張し，現状に不満を持つ人々を動員する動きはほとんど観察

されない。民族的亀裂は，議席をめぐる競争になぜ反映されないのだろうか。

　以下では，カザフスタンの議会選挙について，政党，および第２節でその

翼賛化を論じた民族団体に焦点をあて，民族的亀裂の政治化が回避されてい

るのはなぜかを考察する。

　　

　１．政党

　カザフスタンにおける政党間の基本的な対立軸は，イデオロギーや理念，

政策をめぐるものではなく，大統領を支持するか否か，という点にある。複
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数の大統領支持政党が存在するものの，それらは大統領周辺の利益集団を一

定程度反映しているにすぎず，掲げる政策も似通っている。また，政党に属

さない議員の数も少なくない。議会は，大統領支持政党と体制派の無所属議

員によって，議席のほとんどが占められている。

　体制派であれ反対派であれ，現在，カザフスタンの政党は民族的亀裂を反

映していない。第１に，有力な民族政党は存在せず，２００２年以降はその結成

すら政党法で禁止されている。第２に，ほとんど（２００２年以降はすべて）の政

党は特定の民族を支持基盤とせず，いずれも「すべての民族の代表」である

ことをアピールしている。言語や二重国籍など，民族的利害が対立しかねな

い問題に関する議論は，１９９５年憲法によってほぼ終止符が打たれた。それ以

降，これらの問題が選挙の争点となることはほとんどない。

　独立後初めて制定された１９９３年憲法は宗教政党を禁じた（第５８条）。民族政

党に関する規定はなかったが，人種的，民族的，社会的，宗教的不寛容およ

び階級的優位を唱える，あるいは実行する社会団体の創設・活動は禁止する

とされた（第５５条）。この規定は次の憲法にも引き継がれた。１９９５年憲法は

「社会的，人種的，民族的，宗教的，階層的，あるいは氏族的反目を煽る（中

略）目的を有する，あるいは活動を行う，社会団体の結成および活動を禁じる」

（第５条第３項）と定めている（第５条第４項は宗教政党を禁止）。１９９６年に成立

した政党法にも同様の規定があった（第５条第７項）。この民族的反目禁止条

項は，民族運動を規制する，あるいは反対派を排除する口実に使われてきた。

しかしこの時点では民族政党そのものは禁止されていなかった。

　民族政党の結成および活動を明確に禁じたのは２００２年７月に制定された政

党法である。この法律は「職業的，人種的，民族的（��������������），エスニッ

クな（���������	�	），および宗教的帰属に基づく政党の創設は認められない」

（第５条第８項）と定めている。２００２年政党法に民族政党を禁止する項目が入

るきっかけとなったのは，同年４月のカザフスタン・ロシア人党（���������

�����������	�
������）の政党登録である。このとき，ロシア人の名を冠した政

党の誕生に危惧を抱いた議員が民族政党の禁止を主張したと見られてい
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る（４３）。しかしいずれにせよ，ロシア人党はごく少数の活動家に支えられた限

定的運動であり，広範な支持を集められた可能性は低い。なお，２００２年政党

法の成立にあたって，もっとも注目された点は政党登録条件の厳格化であり，

民族政党の禁止が世論を喚起することはほとんどなかった。

　なお現行の政党法は，政党登録に１４州および首都アスタナ，前首都アルマ

トゥのすべてに支部（７００人以上）の設置を義務づけている（第１０条第６項）。こ

の規定の目的のひとつは，特定の地域的な支持基盤を持つ政党の誕生を阻む

ことにあると考えられよう。カザフスタンにおいては民族分布に地域的な偏

りがあるため，地域間の利害対立は民族的亀裂をある程度反映しうる。

　しかし民族政党が存在しなくとも，政党が特定の民族集団を支持基盤とす

る可能性もある。そこで，主要政党が民族問題に対してどのような立場を

とっているのかを明らかにするため，以下ではその綱領を検討してみたい。

　２００４年議会選挙で選出された下院（定数７７）は，大統領与党であるオタン

党（４４），大統領の娘ナザルバエヴァ（����������	��
����）が率いる共和国党ア

サル（��������	
��	
�
��
���
�����
��），����（市民党と農業党による選挙ブロッ

ク）などの大統領支持政党と，無所属が議席のほとんどを占めている。そのた

めここでは，最大勢力を誇るオタン党（議席数４２）と，反対派のうち唯一，

議席�を獲得したカザフスタン民主党アクジョル（��������	
�����	�����		�

�����������	

��	����）党の綱領において，民族問題がどのように扱われてい

るかを見ることとする（４５）。なおアクジョル党は選挙後，選挙の不正に抗議し

て議席を返上したため，２００６年８月現在，下院は１議席が空席になっている。

　まず，オタン党綱領（２００４年７月採択）によれば，党はすべての民族の利益

を代表するが，それと同時に「平等のなかの第一人者」としてのカザフ人の

特別な地位を認めている。この二重構造がもっとも明確に現われているのは，

オタン党が支持する「カザフスタンの理念」である。この理念は大統領の提

案によるもので，諸民族の平等とならんで「国家建設民族」（���������	�


���������	
	�������）がカザフ人であることを掲げている（４６）。文化の領域にお

いても，すべての民族の言語，文化，伝統，慣習の発展のための条件が保証
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されなければならない，という留保はあるものの，「［わが］国のさまざまな

民族集団の文化の統合および結集の基盤となるべきは，国家を建設するカザ

フ民族の言語，文化，伝統，慣習の学習である」と述べられている（４７）。なお

オタン党綱領は，議会，地方議会（���������），あらゆるレベルの執行機関・

官職において，さまざまな民族が代表されるべきだとしつつも，クォータ制

には言及していない。　

　他方，アクジョル党綱領の民族問題に関する提言はオタン党に比べやや少

なめである。すべてのカザフスタン市民の平等という大原則に加え，「国家語

およびその他の言語，文化の維持・発展のため，あらゆる条件を整えること

により，民族間関係の調和をめざす」と述べる一方で，「国は，国家語の使用

範囲の拡大のため有効なプログラムを採択しなければならない」としている。

なおアクジョル党は，地方自治により積極的な姿勢を打ち出している。なか

でも，住民の直接選挙による州知事の選出を要求している点でオタン党とは

主張が異なる。民族の居住分布が均等でないカザフスタンにおいては，州知

事選挙の導入が分離主義を引き起こしかねないという危惧が常に存在するた

め，地方自治をどこまで認めるべきかという議論は民族問題とも無関係では

ない。

　このように，オタン党とアクジョル党の綱領を比較すると，民族問題に関

してはオタン党のほうがややカザフ人中心主義が強い。なかでも，カザフ人

のみを「国家建設民族」と規定することは，他の民族の出身者に疎外感を与

える可能性がある。しかしいずれにせよ，諸民族の平等および言語・文化の

尊重と，国家語としてのカザフ語に対する特別な配慮という点においては，

両者の立場は共通している。

　民族問題に関する他の政党の立場も大同小異である。諸民族の平等，民族

間の和合，民族的差別への反対などの大原則はどの党も綱領で指摘している

が，それをいかに達成するのか，具体的な法律や制度への言及はほとんどな

く，政党綱領の文言は基本的な立場の表明や抽象的声明に終始している。こ

れは，諸政党が民族問題について十分な議論を行っていないことに加え，民
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族間の利害のバランスをとるのが容易でないことから，立場を明確にするこ

とで特定の集団の支持を失うリスクを避けているためと考えられる

（���������	�［２００５］，���������	�
���
��	�［２０００］）。

　２．下院議員の民族構成

　上で見たように，民族問題に関する政党間の立場の違いはさほど大きくは

ない。政党が特定の民族集団の利害を代弁していないとすれば，その役割は

個々の議員が担っているのだろうか。候補者の民族的バックグラウンドは有

権者の投票行動に何らかの影響を与えているのだろうか。

　なお，これらの問いにとりくむ前に，選挙運動上の制約についてあらかじ

め指摘しておく必要がある。カザフスタンでは，民族的に過激な（あるいは

当局がそのように判断した）要求を掲げれば，上述した民族的反目の扇動を禁

じる規定（憲法第５条第３項）に基づき，立候補を取り消される可能性がある。

この規定はしばしば当局によって恣意的に運用されるため，候補者は慎重に

ならざるをえない（本節第３項参照）。

　以下では，議会選挙当選者の民族構成について考察する。その準備作業と

して，ここでカザフスタンの議会・選挙制度の変遷を概観しておこう。

　カザフスタンでは，ソ連時代（１９９０年４月）に選出された第１２最高会議（議

会）が独立後も機能していたが，これは１９９３年１２月に「自主解散」を決議し

たため，１９９４年３月の選挙で第１３最高会議が選出された。独立後初のこの選

挙では，１７７議席はすべて直接投票により選出されたが，そのうちの４２議席は

大統領が指名した６４人の候補（「国家リスト」［���������］）のなかから選ばれ

た。ところが１９９５年３月，前年の選挙で落選した元候補の訴えを審議した憲

法裁判所が，選挙の違憲性を認める決定を下したことを受け，最高会議は再

び解散される（４８）。

　最高会議不在の時期，１９９５年４月には現職大統領の任期延長が，８月には新

憲法草案が国民投票にかけられ，いずれも圧倒的賛成を得て可決された。
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１９９５年憲法はカザフスタンを大統領制国家であると定め，大統領に大幅な権

限を与えるとともに，最高会議を廃して二院制議会（任期４年）を新設した。

これを受けて１９９５年１２月に議会選挙が実施された。さらに１９９８年１０月の憲法

改正により，議会の任期が延長され（上院６年，下院５年），下院では部分的

に比例代表制が導入された。この新制度に基づき，１９９９年１０月および２００４年

９・１０月に下院選挙が行われた。なお，議会の任期延長は，大統領職の任期

延長など，現職のナザルバエフ大統領に有利な改正と抱き合わせで実施され

ている（４９）。

　このような変遷を経て，現行制度では，上院の定数は３９，うち３２名が地方

議会による間接選挙で選ばれ（３年で半数が改選）（５０），７名を大統領が任命する。

下院の定数は７７で，その選出には小選挙区制（定数６７）と拘束名簿式比例代

表制（定数１０，全国区）が併用されている。

　表２は議会選挙当選者の民族構成を示している（１９９０年および１９９４年は最高

会議，１９９５年以降は下院のみ）。上述のように，２００４年選挙後にアクジョル党が

議席をボイコットしたため，現在，１議席は空席となっている。民族団体から

は，１９９４年選挙でラードのメンバー４人が当選している（������������	�
�

［１９９６��１８９］）。なお１９９９年の下院選挙には，カザフ民族政党のアラシュ（�����）

党が比例区のみに参加したが，議席は獲得できなかった。

　議会選挙結果については，カザフ人がより多く代表されているという点が

しばしば指摘されている。確かに，議員全体に占めるカザフ人の割合はカザ

フ人人口そのもののシェア（５３�４％，１９９９年国勢調査）よりもかなり高く，表

２に示されているように年を追うごとにその傾向は強まっている（ただし，

人口全体に占めるカザフ人の割合も年々増加している）。このような現象につい

ては，カザフ人中心の国家建設が進行するなかで，非カザフ人が差別されて

いるという説明がなされることが多い。以下では，２００４年下院選挙の候補者

と当選者について詳細な情報を提供している����������	
���	�����
�����

［２００５］を手がかりに，この説明がどの程度妥当なのかを検証してみたい。

　まず，立候補者（小選挙区）の民族構成はカザフ人が全体の７７�５％，ロシア
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人は１６�１％となっている。カザフ人が占める割合は立候補の段階ですでにか

なり高いのである（５１）。これについてロシア人の民族運動活動家である��������

［２００５��１６］は，ロシア人のカザフスタン国家に対する懐疑的な態度と不信感

が理由であると指摘している。また，当選者の割合はカザフ人７９�１％，ロシ

ア人２０�９％であるから，候補者１人当たりの当選確率はロシア人のほうがむ

しろ高い。他方，ロシア人以外の少数民族候補はすべて落選しているが，こ

れは１９９９年の選挙でも同じである。

　カザフスタンでは民族別人口分布にばらつきがあり，一般に，ロシアと国

境を接する北部および北東部，および都市部でロシア人をはじめとする非カ

ザフ人の割合が高い（各選挙区の有権者の民族構成は不明）。このような民族構

成の特色は州別選挙結果に一定程度反映されている。カザフ人人口の割合が

相対的に低い行政区域のうち，北カザフスタン州（カザフ人人口の比率は２９�６％，

１９９９年国勢調査），アルマトゥ市（同３８�５％），および東カザフスタン州（同４８�５％）

では，ロシア人当選者の数がカザフ人のそれを上まわっている。逆に，当選

者のすべてがカザフ人で占められているのは１市７州である（５２）。このうち，
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議席数 全体に占める割合（％）

表２　カザフスタン議会選挙当選者の民族構成

（注）（１）1990年に選出された最高会議について Galiev et al.［1994］は，議員の民族的帰属を「カ
ザフ人」「スラヴ人」「その他」に分類している。ここでの「スラヴ人」はロシア人，ウクラ
イナ人，およびベラルーシ人などを指しているものと見られる。そのためロシア人のみの当
選者の人数は不明だが，ここでは便宜上「スラヴ人」の数をロシア人の欄に算入した。

　　（２）2004年の当選者のうち，括弧内は小選挙区を指す。
（出所）Galiev, Babakumarov, Zhansugurova, and Peruashev.［1994：49-50］，Bremmer and Welt

［1996：190］，Dave［1996a：37］，岡［2000：82-83］，Nurmukhamedov and Chebotarev［2005］，
カザフスタン議会サイト http://www.parlam.kz.
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アスタナ市のみでカザフ人人口が５割を切っているが，他の州では６～９割

を占める。

　体制派諸政党が擁立した候補者の民族的帰属を見ると，ロシア人住民が多

い地域では，これらの政党は一定数のロシア人を擁立し住民の民族バランス

に配慮している。カザフ人人口が多い選挙区では非カザフ人候補の数が少な

いが，そのような選挙区では，体制派，反対派を問わず，非カザフ人候補は

不利だと見なされている可能性がある。なお，ロシア人当選者は全員が体制

派政党に属している。上述したように，２００４年下院選挙では大統領支持政党

と体制派無所属候補が議席のほとんどを獲得した。したがって，ロシア人議

員が体制派政党に帰属しているのは当然ともいえるが，無所属がいないのが

特徴的である。

　なお上述したように，１９９４年最高会議選挙では議席の４分の１近くが大統

領の推薦者から選出されたが，これについて������������	�
�［１９９６��１８８］は，

ナザルバエフ政権は「国家リスト」を自らの支持勢力を議会に送るためだけ

でなく，民族バランスの調整にも利用した，と指摘している。候補の指名権

を持つ大統領は，ロシア人が多い地域でカザフ人を，カザフ人が多い地域で

ロシア人を（５３），また議会で代表されにくいその他の少数民族出身者を，優先

的にリストに加えたのである（５４）。

　このように，カザフスタンの議会選挙においては全体としてカザフ人がよ

り多く代表されているが，それは非カザフ人一般に対する恣意的な差別の結

果であるとは必ずしも断言できない。むしろ体制派政党は，ロシア人が人口

的に優位にある地域においてはロシア人候補を積極的に擁立している。すな

わち，ロシア人のなかから体制派を一定程度当選させることが，民族的亀裂

を統制する方策のひとつであるといえるだろう。

　３．民族団体の役割

　上述したように，カザフスタンに現存する政党は特定民族を支持基盤とし
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て持たない。さらに，民族的反目を煽る活動を禁止する憲法・政党法上の制

約，および政権側による体制派ロシア人候補者の擁立により，民族的亀裂は

選挙運動やその結果に反映されにくくなっている。

　さらに，民族的亀裂の政治化を防いでいるもうひとつの重要な要因として，

選挙における民族団体の役割を挙げることができる。民族団体のトップは，

その多くがオタン党などの大統領支持政党の党員であり，選挙の際にはそれ

ぞれのコミュニティに対して，体制派政党・候補への投票を呼びかけている。

民族団体は事実上，現体制の支持基盤のひとつとして機能しているといえよ

う。

　そこで以下では，ロシア人以外の少数民族団体について，最近の議会選挙

におけるそれらの動きを具体的に見ることとする。ロシア人団体が，一般の

ロシア系住民から必ずしも自分たちの代表とは見なされていないという点は

すでに述べた。同じことは，他の民族団体についてもある程度あてはまる。

しかし，人口規模が小さい民族においては，民族団体とそれが代表する（と

称する）集団の構成員との関係はロシア人の場合よりもはるかに緊密である。

自ら活動していなくても，民族団体幹部と地縁，血縁，学校や職場などを通

じた何らかのつながりを持つ人は少なくなく，民族音楽コンサートなど民族

団体が主催する行事にも多くの人が参加している。したがって，民族団体が

それぞれのコミュニティに対して持つ動員力は無視できない。

　さて，表２に示されているように，１９９９年以降，下院小選挙区ではカザフ

人とロシア人以外の候補はすべて落選しているが，非ロシア人少数民族の間

で自分たちの代表を議会に送りたいという要望は強い。人口規模は小さくと

も特定地域に集中して住んでいる民族集団の場合，その民族出身者の候補を

当選させることも不可能ではない。その典型的な例がウイグル人とウズベク

人である。全人口に占める割合はそれぞれ１�４％と２�５％（１９９９年国勢調査）にす

ぎないが，その人口はそれぞれ東南部と南部に集中しており，有権者のなか

で無視できない割合を占める選挙区もある。さらに，この２民族はマハッラ

（�������）と呼ばれる地縁共同体を通じたネットワークを持つ。そこでは長
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老など重要人物の見解が地域住民に一定の影響力を持つが，これは特定候補

を支援する運動を展開するのに有利な条件となりうる（５５）。

　しかし実際には，民族団体が支援する政党あるいは候補を選ぶ際には，民

族的帰属は必ずしも重視されていない。２００４年議会選挙の際，ウイグル人と

ウズベク人の民族団体は，いずれも自民族が一定の割合を占める選挙区から

立候補した民族候補を推さず，大統領支持政党への投票を呼びかけた。

　南カザフスタン州サイラム（������）地区は，ウズベク人人口の割合がもっ

とも多い地域のひとつである（地区人口全体の４３�１％）。２００４年下院選で，この

サイラム地区を中心とする第６３選挙区で当選したのはオタン党から出馬した

カザフ人のイブラギモフ（����������	
���������）であった。この選挙区から

はウズベク人が２人立候補したが，南カザフスタン州ウズベク人文化セン

ター（��������	�	
���	��
����	���������������������	
������
�	）（その代表はオ

タン党員）やマハッラの長たちは，その大多数が「ナザルバエフの友人」イ

ブラギモフを推した。ウズベク人候補のうち，無所属のサルマノフ

（��������	
��
�������）は，ウズベク語表記のラテン文字化など民族問題に

絡む争点を取り上げたが（５６），ウズベク人団体は彼を支持しなかった。なお，

いずれにせよサルマノフは「民族的反目の煽動」を理由に選管に立候補を取

り消され出馬できなかった（５７）。

　ウズベク人文化センターおよび一般有権者の多くがイブラギモフを支持し

た背景には，地元に対する利益誘導への期待もあった。彼はウズベク語で教

育を行う学校への資金援助などを住民に公約したが，ウズベク人リーダーや

住民は，現体制下で政治的影響力を持たないウズベク人候補よりも，大統領

と太いパイプを持つイブラギモフに期待したのである（５８）。

　一方，同じ２００４年の選挙で，ウイグル人集住地域のひとつであるアルマトゥ

州東南部では，第１４選挙区からウイグル人のアイサエフ（�����������	�
�）が

無所属で立候補した。しかし，カザフスタン・ウイグル人共和国文化センター

（��������	
��	���	��������������������������	�
�����，その代表はオタン党員）は

オタン党ないしはアサル党に投票するよう傘下の団体に呼びかけた。地元の
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ウイグル人コミュニティのなかには支持者もいたものの，アイサエフは落選

し，カザフ人のオタン党員が当選した（５９）。

　他方，集住地区をほとんど持たない少数民族の場合，民族的なネットワー

クを利用して小選挙区から候補者を当選させるのは困難である。その一例で

ある朝鮮人（全人口に占める割合は０�７％）の戦略は巧妙である。彼らはその豊

富な資金力を活かし，経済的な貢献によって���との関係を強化することを

通じて，政治的発言力の向上を目指している。そのうえでカザフスタン朝鮮

人協会（����������������	
���
������������）は，議会に���メンバー枠を設け，

適当な議員を選出すべきだと提言している（６０）。ここでは特定の民族は想定

されていないものの，自分たちのなかから議員が誕生することを期待してい

るのはまちがいない。

　なお１９９５年下院選挙では朝鮮人協会会長ツハイ（����������	
���）が比例区

から立候補した。オタン党の政治評議会（����������）メンバーであるツハイは

党名簿の下位に位置しており，仮にオタン党がすべての比例票を獲得したと

しても当選は不可能であった（６１）。それにもかかわらずあえてリストに名を

連らねたのは，オタン党の多民族性を宣伝することに協力しつつ，大統領に

対する朝鮮人コミュニティの支持を示すという目的があったと考えられよう。

　ちなみに，このような民族横断的な翼賛体制は大統領選挙の際にも顕著に

現われている。２００５年末の大統領選挙を前に，同年９月，大統領を支持する

カザフスタン国民連盟（����������	��
����������	������）が結成された際には，

オタン党やアサル党などの体制支持政党，各種社会団体とならんで，多くの

民族団体が加盟した。さらに朝鮮人協会のツハイ会長は選挙の際，クズルオ

ルダ州でナザルバエフの代理人を務めた。

　このように，少数民族団体の指導者らは，選挙を体制への異議申立てをす

る場としてではなく，大統領および彼を支持する政治エリートへの忠誠を示

す重要な機会であるととらえている。
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おわりに

　本章は，カザフスタンの政治的安定について民族的亀裂の統制という観点

から説明を試みた。まず同国では，カザフスタン諸民族会議（���）を通じ

た民族団体の翼賛化，および政治的に活発なロシア人団体をターゲットとし

た抑圧と懐柔によって，ほぼすべての民族団体が国家のコントロール下に置

かれるようになったことを指摘した。次に２００４年下院選挙を主な題材として，

体制派諸政党が住民の民族構成を意識した候補者の擁立を行い，民族バラン

スに一定程度配慮していること，また非ロシア人少数民族団体は政権への忠

誠を示すため，民族にかかわらず体制派候補を推していることを明らかにし

た。このようにカザフスタンでは，民族に基づく異議申立てやその可能性が

封じ込められ，民族的亀裂は非政治化されている。

　カザフスタンの事例は統制モデルにどのような示唆を与えているだろうか。

統制には硬軟合わせたさまざまなテクニックが使われうるが，カザフスタン

のケースでは，抑圧よりもエリート懐柔が極めて重要な要素となっている（６２）。

活動家の逮捕，団体登録や選挙時の立候補登録の不認可・取消なども行われ

ているものの，とくに���が創設された１９９０年代半ば以降は，非カザフ人民

族エリートを体制内に取り込むことにより，民族的亀裂に基づく動員の可能

性を減じることに重点が置かれた。ただし，民族団体の指導者らは必ずしも

一方的に踊らされる「操り人形」ではない。カザフ人を中心とする政権と非

カザフ人民族エリートとの関係は，ルスティクが指摘したように「垂直的」

ではあるが，両者のあいだで一定の交渉や取引も行われている。

　さらに，カザフスタンにおける統制は擬似的な多極共存の要素を含んでい

る。同国では民族間の平等をアピールするため，民族横断的なエリートの団

結（およびその演出）が重視され，���という「大連合」が組織されている。

また権威主義的な手法により，不十分ながら非カザフ人エリートが議会に代
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表されている。このようなメカニズムによって，ナザルバエフ政権は民族団

体を管理下に置くと同時に，少数民族エリートから積極的な支持を取り付け

ている。他方，民族エリートの側は大統領への忠誠と引き替えに，限定的な

がら政治的・経済的資源の分配に与っている。両者は紛争の回避だけでなく，

現体制の維持で利害が一致しているのである。

　いうまでもなく，統制は民族問題の根本的な解決法ではない。なんらかの

理由で統制のメカニズムが崩壊すれば，従属的な地位にあった集団が抗議行

動を起こして情勢が不安定化したり，政権が民族浄化や強制移住などの極端

な手段に走る危険性があるという点は，しばしば指摘されている。他方，統

制戦略をとる側は，まさにこのロジックを使って体制維持を図っている。ナ

ザルバエフ政権の継続こそが民族間関係の安定を保証するという宣伝は，

２００５年のカザフスタン大統領選挙でも大いに使われた。

　しかし，ナザルバエフこそが「民族間関係の安定の保証人」であるという

演出は実態をまったくともなっていないわけではなく，少数民族の側も大統

領にそのような役割を期待している。たとえば，隣国クルグズスタンで起

こった「チューリップ革命」（２００５年３月）を念頭に（６３），ラードのクリモシェ

ンコ議長は上述（第２節第２項）の大会で，「革命」とそれにともなう民族間

関係の悪化を回避するためにも「穏健な民族主義者」であるナザルバエフを

支持する必要があると訴えているが，これは一般のロシア人の心情をある程

度代弁している（６４）。また，ロシア人よりもはるかに人口が少ない少数民族の

場合，���における活動や選挙協力には，国家および大統領に忠実な少数民

族としての認知を得ることにより，社会で安定的な地位を確保するという目

的もある。

　民族的亀裂という観点から見れば，ナザルバエフ政権は巧みな統制戦略と，

カザフ人を中心とする支配エリートと非カザフ人エリートとの協力関係，さ

らに（それが操作されたものであるにせよ）民族間関係の安定を望む世論によっ

て支えられているといえよう。
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〔注〕―――――――――――――――

�　こういった説明はきわめて一般的で，多くの研究者やジャーナリストによっ

てなされているが，たとえば������������	�
�［１９９６��１８２］を参照。

�　歴史的な人口統計については，岡［１９９９］参照。

�　この国勢調査結果では，カザフ人人口がやや過剰評価されているという指摘

もある（����［２００４��４５２�４５４］）。

�　この点に関する先行研究での議論は，岡［２００３��４６３�４６４］参照。

�　なお言語的ロシア化が進行しているのはカザフ人だけではなく，他の民族で

も程度の差はあれ同様の現象が観察される。

�　在外ロシア人の定義の困難性と呼称の多様性については，岡［２００４��９７�１０６］参

照。

�　����������	［２００２］の問題点については，岡［２００５］参照。

�　カザフ人は，父系出自に基づく氏族（カザフ語では��）と，その連合体であ

るジュズ（���）への帰属意識を持つ。氏族は少数の例外を除き，すべて大ジュ

ズ（���������），中ジュズ（��������），小ジュズ（�������������）のいずれかに属し，

それぞれカザフスタン南部，北部・中部，西部をおもな地域的基盤とする。こ

のように，氏族およびジュズに基づくアイデンティティは地域とも密接な関係

があるが，あくまで出自に規定される。なお，カザフスタン政治における氏族

の重要性を論じた研究に������［２００４］がある。

�　�����������［２００４��２１�２２］は，統制を「強制的支配」（�����������	�
����
），

「懐柔統治」（���������	
��），「限定的自治」（�����������	
����）の３つに分類し，

国家による暴力の行使も含まれる「強制」とその他を概念上区別している。

�　これとほぼ同じ内容が���������	
�������［１９９５��２７０�２７４］で繰り返され

ている。

�　個人レベルでは民主主義だが，特定の集団により国家が支配されている状態

を，エスニック民主主義（���������	
����）あるいはエスノクラシー（���������	）

と呼ぶ研究者もいるが，������［２００４��９６］が指摘するように，エスノクラ

シーは統制モデルの一種と考えるのが妥当であろう。

�　比較的しばしば言及される統制の例としては，北アイルランドのほか，イス

ラエル，アパルトヘイト時代の南アフリカなどがある。

�　本章では「民族エリート」を民族団体幹部とほぼ同義で用い，閣僚や大統領

府幹部など，行政府で政権を支える非カザフ人は分析対象としていない。民族

的亀裂の統制という観点からいえば，任命職である彼らは最初から懐柔された

存在である。

�　いわゆる「カザフ化」政策については，岡［２００３��４５４�４６２］および���������

��������	
����
����������［２００２］参照。

�　カザフスタンでは，１９９７年春に州の統廃合が，さらに同年１２月には首都の移

���



転が行われた。これによって，ロシア人が過半数を占める州が消滅したほか，

新首都アスタナおよびその近郊におけるカザフ人の割合が増大した。これら

の措置には，北部諸州における分離主義的な傾向を予防する意図があったもの

と見られている。

�　大統領候補の民族的帰属に関する規定はないが，候補は国家語（カザフ語）

を使いこなせる人物であることが条件付けられているため（憲法第４１条第２

項），事実上，非カザフ人が大統領に立候補する道はほぼ閉ざされている。

�　州知事に非カザフ人が占める割合は年々減少している。それと同時に，大統

領は異なる地方や中央・地方間のポストを頻繁に異動させたり，中央でキャリ

アを積んだエリートを州知事に「落下傘」させたりすることにより，エリート

の一体性の保持に努めている（岡［２００５］）。

�　１９９１年の独立に関する法は，「共和国の領域を去ることを余儀なくされたす

べてのカザフ人」（第７条），１９９３年憲法は「共和国の領域を去ることを余儀な

くされたすべての共和国市民および他国に居住するカザフ人」（第４条）に，

現在の居住国とカザフスタンとの二重国籍を認めた。しかし，カザフ人を特別

扱いするのは不当であるとの批判が出たことなどから，１９９５年憲法は二重国籍

を完全に否定した（第１０条第３項）。

�　公職におけるカザフ人の優位はすでにソ連時代に観察された。たとえば，ブ

ナコフ（本章第２節第２項参照）は１９９０年に，この問題に対する不満を表明し

ている（����������	
���������		��
��［２００４��１２８］）。

�　１９９５年のサンプル数は２０９名，２０００年は１７４名である。カミングスは，役職と

有識者へのインタビューに基づき政治エリートを抽出している（��������

［２００５��１１�１２］）。

�　���のサイト（������������		
�������）によれば，３５の民族が３６５の民族

団体を結成し，そのうち３１団体が���に加盟している。

�　ここで挙げた���の機能の一部は，���������	�［１９９９��２１１�２１４，２２１�２２２］，

����［２００２��１９３�１９６］および������［２０００��８１］によっても指摘されている。

�　正式名称は「自らの民族的国家単位の領域外に居住する，あるいはソ連の領

土にこれを持たないソ連市民の自由な民族的発展に関する法律」。前者は，ソ

連領内に民族自治領域を持ちながらそこに住んでいない人々を指し，カザフス

タンに住むロシア人やウズベク人はそれに該当した。後者の例としては，朝鮮

人やウイグル人が挙げられる。

�　筆者が行った民族団体へのインタビューでは，複数の幹部がこの点を指摘し

ている。

�　旧ソ連圏で「スラヴ人」（��������［複数形］）は，東スラヴ族（ロシア人，

ウクライナ人，ベラルーシ人）を指して使われることが多い。これらの民族の

間では混血もきわめて一般的であり，とくにカザフスタンなど非スラヴ系旧ソ
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連諸国では，これらの民族を厳密に区別することは困難である。言語的にはそ

のほとんどがロシア語を母語とするため，「ロシア系」とほぼ同義で使用される。

�　コサック（ロシア語で������［複数形］）は，もともとは国家の直接的支配を

逃れた人々によって形成された社会集団であったが，のちにロシア帝国の辺境

地域で国境防衛や植民にたずさわった。現在，カザフスタンに居住するコサッ

クは民族的にはほぼスラヴ系である。なお，コサック団体のメンバーはラード

やロシア人共同体などのメンバーと重複している。

�　１９９５年憲法では，ロシア語は「国家機関および地方自治機関においてカザフ

語と同等に公的に使用される」（第７条第２項）と定められている。

�　具体的には，既存のロシア・ベラルーシ連合国家へのカザフスタンの新規加

盟を要求した（岡［２００２��９０�９１］）。

�　本章第３節第１項，アクジョル党綱領に関する記述を参照のこと。

�　この呼びかけには，ロシア人センター（�����������	�
）やコサックのアタマ

ンらも参加した。ただしこれらの抗議行動は，共産党などの反対派政党やカザ

フ民族主義勢力との共闘であった。

�　ロシア人共同体を脱退した人物。そもそもロシア人同盟は，当局の援助を受

けて設立されたともいわれる。

�　����������������	��
���	�����������������２０００（������）．

�　オフシャンニコフは，セミレチエ・コサック同盟の前身であるセミレチエ・

コサック支援協会の初代アタマンであった。１９９４年のアタマン選挙でグニキ

ンに敗れた（����［２００２��１０９�１１３］）。

�　ブナコフは���第１回会議における発言で，���の意義を高く評価しつつも，

言語問題やロシア系住民のロシアへの移住問題などにも言及している（�������

�����������	�
������������������［１９９５��９５�９８］）。他方ラードは，���のメン

バーにロシア人が十分代表されておらず，職業的にも官僚に偏っていることを

批判しつつ，自らが���から除外されたことに抗議している（��������４��１９９５��

���３）。�

�　�����������	������２�３��２００４�����７�

�　オタン党議長はナザルバエフ大統領だが，大統領は任期中に政党活動を行っ

てはならないという憲法上の制約（第４３条第２項）により，議長の全権を代理

に委譲している。

�　１９９８年創設。資料によってはカザフスタン・ロシア人・スラヴ人・コサック

社会団体連合（���������������	��
�
����������
�
���������������	
����������

���������	
��	�����������）とも称される。当初は，ラード，ロシア人共同

体，およびステップ地方コサック同盟（������������	��
�����������）からそ

れぞれ共同議長が選出されていた。２００３年６月の大会で共同議長職が廃止さ

れ，議長＝コーディネーター（�����������	
����������）職が導入された

���



（��������［２００４］）。�

�　綱領草案は��������［２００５��５４�５５］に収録されたものを参考にした。かつて

����はその綱領で，ロシア人の民族文化自治（������������	
��������������������），

ロシア語の第二国家語化，国家機構における民族別クォータ制導入などを要求

していた（���������	�
���
��	�［２０００��３８］）。

�　����をめぐる２００３～２００４年の動きについては，��������［２００５��２０�２９］のほ

か，�����������	������２�３��２００４�����５������������	�����４��２００４������������������

１１９��２００４を参照。

�　�����������	������５�６��２００５������

�　���������６��２００５�����１�３�

�　�����������	������５�６��２００５������

�　ロシア人党について，詳しくは岡［２００３��４８０�４８２，２００２��８７�９０］参照。ほか

にこの法律が適用された事例としては，中国新疆ウイグル自治区の独立を目指

すウイグルスタン人民党がある（���［２００４��３９６］）。

�　注�参照。党綱領はオタン党サイトから入手した（�������������	�
����）。

�　２００２年３月に創設されたアクジョル党は，２００５年２月に指導部が分裂し，互

いに正統性を争うことになった。その結果，現在はアクジョル党と真のアク

ジョル党（��������	�
��）が並存する。ここで引用した綱領は「真のアクジョ

ル党」のものである（２００５年４月，党創設大会で採択）。アクジョル党のサイ

トには２００２年１０月に修正が加えられた綱領が掲載されており，分裂後は変更さ

れていないものと見られる。綱領の文言こそやや異なるが，両党の民族問題に

対する姿勢は基本的に同じである。党綱領が掲載されているアクジョル党およ

び真のアクジョル党のサイトは，それぞれ�������������	
	�����	��，��������

����������	
�������。

�　オタン党綱領によれば，「カザフスタンの理念」５原則として，この２つに

加え，市民の宗教的アイデンティティ（の尊重），遵法教育，中小ビジネスの

発展が挙げられている。

�　ちなみに国家建設民族としてのカザフ人，および国民統合におけるカザフ語

等の重要性への言及は，綱領の古いバージョン（２００１年４月採択）にはない。

綱領から判断する限り，オタン党はカザフ人の特別な地位への言及を増やして

いる。

�　これらの解散劇はいずれも大統領の意向を反映したものと見られており，最

高会議は解散前に，その権限を大統領に委任する決定を下している。

�　１９９８年１０月の憲法改正時，議会は２０００年１２月に予定されていた大統領選挙を

１９９９年１月に繰り上げることを決定し，大統領職の任期を５年から７年に延長

するとともに年齢制限にも変更を加えた。この際，上限が撤廃（改正前は６５歳）

され，下限が３５歳から４０歳へ引き上げられたが，これはナザルバエフ大統領

　第５章　カザフスタン：権威主義体制における民族的亀裂の統制　���



（１９４０年生まれ）を意識した改正であると見られる。

�　州および州と同格とされる市から２名ずつ選出。１９９７年の州統廃合および

首都移転以降は，１４州２都市（アルマトゥおよびアスタナ）。

�　立候補を却下された人の民族的帰属には，とくに偏りは認められなかった。

ただし，最初から立候補を拒まれたケースについてはデータが得られないため

不明である。

�　アスタナ市，アクトベ州，アルマトゥ州，アトゥラウ州，ジャムブル州，ク

ズルオルダ州，マングスタウ州，および南カザフスタン州。

�　国家リストに基づいて選出された４２名は２１の行政区域（当時）を代表した

（各２名）。

�　国家リストから選ばれた議員とその他の議員の民族構成は，それぞれカザフ

人５９�５％，５９�３％，ロシア人２１�４％，２９�０％，その他１９�０％，１１�９％である。す

なわち，カザフ人の割合はほとんど同じだが，国家リストからの当選者は非ロ

シア人少数民族がより多く，その分ロシア人の割合が少なくなっている。（��������

��������［１９９６��１９０］）。

�　たとえば，クルグズスタン・アカエフ政権を退陣に追い込んだ「チューリッ

プ革命」においては，ローカルなネットワークが重要な役割を果たした（�������

［２００５］）。なおウズベキスタンのマハッラに関する詳細な研究にダダバエフ

［２００６］がある。

�　カザフスタンではカザフ語表記にキリル文字が使われているが，ウズベキス

タンでは１９９３年以降，ウズベク語表記にラテン文字が導入されている（キリル

文字もいまだに併用されているものの，学校教育ではラテン文字が中心であ

る）。カザフスタンのウズベク学校でも１９９４－９７年にラテン文字が使われたが，

その後キリル文字が復活した。なお，カザフスタンのウズベク人住民のあいだ

ではウズベク語の表記についてさまざまな意見がある。

�　ウズベク人住民に対して「団結せよ」というスローガンを掲げたのが理由と

されたが，サルマノフによれば，そのスローガンはアクジョル党が選挙運動中

に使っていたもので，民族的なニュアンスはまったくなかった（サルマノフ氏

へのインタビュー，２００５年９月１４日）。もう１名のウズベク人候補も立候補を

取り消されている。

�　住民のあいだでは，イブラギモフの公約が実行されていないことへの不満も

ある。

�　２００４年９月８日，ハムラエフ（�������������	
）氏，および２００４年９月２１

日，マミロフ（�����������	
）氏へのインタビュー。

�　その戦略は，���傘下の中小企業発展連合（�����������	��
������	�����	�	

���������	
�����）に象徴されている。この組織は形式的には特定の民族色は

ないものの，実質的には朝鮮人協会の下部組織である。２００４年９月２７日，朝鮮

���



人協会副会長キム（��������	�
��）氏へのインタビュー。

�　比例区の定数は１０名だが，ツハイは党リストの１２番目に位置していた。オタ

ン党はリストに１８名を載せていたが，仮に同党が全票を獲得したとしても，８

名には最初から当選の可能性はなかった。オタン党がこのようなリストを作

成した理由は不明である。

�　��������［２００５��１０８�１０９］が指摘するように，懐柔は反対派一般に対して

行われており，民族的亀裂の統制に限らずナザルバエフ体制の維持にとって重

要なテクニックのひとつとなっている。なお，カミングスは民族運動リーダー

の懐柔にも若干言及しているが，その一例にラードを挙げているのは，彼女が

対象とする１９９１－２００１年については的確ではない（��������［２００５��１００�１０１］）。

�　クルグズスタンでは不正選挙に対する国民の不満がきっかけとなり，全国的

な反対運動によってアカエフ政権が退陣に追い込まれた。その後，首都ビシュ

ケクでロシア人排斥を訴えるビラが播かれたとの噂が広まり，ロシアへの移住

を希望する人がロシア大使館に殺到した。“���������	
������	�������������

��������	
������”���������	
����������������������３７０��������２１��２００５

（��������������	�
��）。

�　���������６��２００５����３�
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おけるロシア人，ウイグル人，朝鮮人とそれぞれの故郷に対する関係――），
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